
大阪市防災・危機管理対策会議 設置要綱 

 

（設置） 

第 1条 大阪市における総合的かつ計画的な防災・危機管理対策を推進するため、大阪市防

災・危機管理対策会議（以下「対策会議」という。）を設置する。 

 

（所掌事務） 

第 2条 対策会議の所掌事務については、次のとおりとする。 

（１）大阪市地域防災計画に基づく対策の推進 

（２）大阪市危機管理指針に基づく対策の推進 

（３）大阪市国民保護計画に基づく対策の推進 

（４）前各号に掲げるもののほか、対策会議の目的を達成するために必要とする事項 

 

（対策会議） 

第３条 対策会議は、議長、副議長及び委員をもって組織する。 

２ 議長は、市長をもって充てる。 

３ 副議長は、副市長及び危機管理監をもって充てる。 

４ 委員は、別表 1に掲げる職にある者をもって充てる。 

５ 議長は、第 2条に掲げる事務を総括するとともに、対策会議を招集し事務を総理する。 

６ 副議長は、議長を補佐し、議長が不在の場合は、あらかじめ議長の指名する副議長がそ

の職務を代理する。 

７ 議長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対策会議への出席を求めることが

できる。 

８ 議長は、事案により、議長が指名した委員をもって対策会議を開催することができる。 

９ 対策会議は、第 4条及び第 5条に定めるところにより、部会を置くことができる。 

10 議長はやむを得ない事情により会議の招集が困難な場合は、書面等により対策会議を開

催することができる。 

 

（区役所部会） 

第 4条 区における防災・危機管理に関する検討及び調整を行うため、対策会議に区役所部

会を置く。 

２ 部会に部会長及び副部会長を置く。 

３ 部会長は危機管理監を、副部会長は危機管理室長をもって充てる。 

４ 部会長は、必要に応じ部会を招集し事務を総理する。 

５ 副部会長は部会長を補佐し、部会長が不在の場合は副部会長がその職務を代理する。 

６ 委員は、別表 2に掲げる職にある者をもって充てる。 

７ 部会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に部会への出席を求めることがで

きる。 

８ 部会長は、事案により、部会長が指名した委員をもって部会を開催することができる。 



９ 本部会で防災・危機管理に関する検討及び調整を行うために必要があると認めるとき

は、別途、幹事会を置くことができる。 

10 部会長はやむを得ない事情により部会の招集が困難な場合は、書面等により部会を開催

することができる。 

 

 （局室部会） 

第 5条 局室における防災・危機管理に関する検討及び調整を行うため、対策会議に局室部

会を置く。 

２ 部会に部会長及び副部会長を置く。 

３ 部会長は危機管理監を、副部会長は危機管理室長をもって充てる。 

４ 部会長は、必要に応じ部会を招集し事務を総理する。 

５ 副部会長は部会長を補佐し、部会長が不在の場合は副部会長がその職務を代理する。 

６ 委員は、別表 3に掲げる職にある者をもって充てる。 

７ 部会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に部会への出席を求めることがで

きる。 

８ 部会長は、事案により、部会長が指名した委員をもって部会を開催することができる。 

９ 本部会で防災・危機管理に関する検討及び調整を行うために必要があると認めるとき

は、別途、幹事会を置くことができる。 

10 部会長はやむを得ない事情により部会の招集が困難な場合は、書面等により部会を開催

することができる。 

 

（庶務） 

第６条 対策会議の庶務は、危機管理室において処理する。 

 

（その他） 

第 7条 この要綱の定めのほか、対策会議の運営に関して必要な事項は議長が別に定める。 

 

附 則 

この要綱は、平成 30年 9月 13 日から施行する。 

この要綱は、令和 3年 1月 29 日から施行する。 

この要綱は、令和 4年 2月 24 日から施行する。 

この要綱は、令和 5年 2月 17 日から施行する。 



   

 

 

（別表１）対策会議 

議長 市長    

副議長 副市長、危機管理監    

委員 区長 北区長 都島区長 福島区長 此花区長 

  中央区長 西区長 港区長 大正区長 

  天王寺区長 浪速区長 西淀川区長 淀川区長 

  東淀川区長 東成区長 生野区長 旭区長 

  城東区長 鶴見区長 阿倍野区長 住之江区長 

  住吉区長 東住吉区長 平野区長 西成区長 

 局室長 副首都推進局長 市政改革室長 デジタル統括室長 都市交通局長 

  政策企画室長 経済戦略局長 万博推進局長 総務局長 

  市民局長 財政局長 契約管財局長 計画調整局長 

  福祉局長 健康局長 こども青少年局長 環境局長 

  都市整備局長 建設局長 大阪港湾局長 会計室長 

  消防局長 水道局長 教育長 市会事務局長 

  行政委員会事務局長 中央卸売市場長   

（令和４年４月１日時点） 

 

 

 （別表２）区役所部会 

部会長 危機管理監    

副部会長 危機管理室長    

委員 北区長 都島区長 福島区長 此花区長 

（区長） 中央区長 西区長 港区長 大正区長 

 天王寺区長 浪速区長 西淀川区長 淀川区長 

 東淀川区長 東成区長 生野区長 旭区長 

 城東区長 鶴見区長 阿倍野区長 住之江区長 

 住吉区長 東住吉区長 平野区長 西成区長 

（令和４年４月１日時点） 

 

  

 別表３）局室部会 

部会長 危機管理監    

副部会長 危機管理室長    

委員 副首都推進局長 市政改革室長 デジタル統括室長 都市交通局長 

（局室長） 政策企画室長 経済戦略局長 万博推進局長 総務局長 

 市民局長 財政局長 契約管財局長 計画調整局長 

 福祉局長 健康局長 こども青少年局長 環境局長 

 都市整備局長 建設局長 大阪港湾局長 会計室長 

 消防局長 水道局長 教育長 市会事務局長 

 行政委員会事務局長 中央卸売市場長   

（令和４年４月１日時点） 

 


